
ＤＶ等被害者

①       

                     

                        

相談機関

                     

① ＤＶ等被害者から相談機関に対し、

・ＤＶ等被害の相談

・支援措置申出書の提出

                         

② 相談機関において

・申出書に相談機関の意見を付して

被害者に渡す
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※相談機関：警察、配偶者暴力相談支援センターなど

          ※事前に相談機関への相談を行っている場合は、①、②

        

        ③    

                     

                        

                     

ＤＶ等被害者から相談機関に対し、       

                

              

                         

              

※相談機関：警察、配偶者暴力相談支援センターなど

※事前に相談機関への相談を行っている場合は、①、②

        

     ③ＤＶ等被害者から市町村に対し、

                       ・相談

                         支援措置の申出

                       

          ④市町村において

                   ・必要に応じて相談機関に確認した上で

                 ・ＤＶ等被害者に対して支援開始の連絡

                            ・関係市区町村への申出書の転送

※相談機関：警察、配偶者暴力相談支援センターなど

※事前に相談機関への相談を行っている場合は、①、②

           

③ＤＶ等被害者から市町村に対し、

相談機関の意見を付した申出書に

支援措置の申出

④市町村において

必要に応じて相談機関に確認した上で

・ＤＶ等被害者に対して支援開始の連絡

・関係市区町村への申出書の転送

※相談機関：警察、配偶者暴力相談支援センターなど

※事前に相談機関への相談を行っている場合は、①、②

 市区町村 

③ＤＶ等被害者から市町村に対し、

機関の意見を付した申出書に

支援措置の申出 

④市町村において 

必要に応じて相談機関に確認した上で

・ＤＶ等被害者に対して支援開始の連絡

・関係市区町村への申出書の転送

※相談機関：警察、配偶者暴力相談支援センターなど 

※事前に相談機関への相談を行っている場合は、①、②は不要

③ＤＶ等被害者から市町村に対し、 

機関の意見を付した申出書により、

必要に応じて相談機関に確認した上で 

・ＤＶ等被害者に対して支援開始の連絡 

・関係市区町村への申出書の転送 

は不要 

より、 

 

 


